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厚生労働大臣 
長 妻  昭  殿 

 
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会   

会 長  中 田  清   
 
 
 

平成２２年度老人福祉・介護関係税制改正に関する要望書 

 
１ 介護費用に係る所得控除制度の創設                〔所得税、個人住民税〕 

要援護高齢者・障害者の介護に要する費用に係る控除制度を、現行の医療費控除と切り離して

創設すること。 
 
２ 「協調融資」に伴う抵当権の設定における登録免許税の非課税制度の改善   〔登録免許税〕 

従来、社会福祉法人では、その施設整備に関し、独立行政法人福祉医療機構からの融資により

行ってきたことから、<抵当権の設定の登記>において非課税とされてきた。 
近年、福祉医療機構と民間金融機関との協調融資により資金調達を行う制度がスタートしてお

り、「抵当権の設定の登記」において、福祉医療機構分は非課税、民間金融機関分は課税という

事態が生じている。 
民間金融機関からの資金調達が進んでいる今日、社会福祉法人における<抵当権の設定の登記>

について非課税とするとともに、民間金融機関の融資利用済の案件全般について、<非課税措置の

遡及適用>を実施していただきたい。 
 
３ 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）及び介護保険制度の保険料に係る社会保険料控除の適用

に関する特例措置の創設                      〔所得税、個人住民税〕 

長寿医療制度及び介護保険制度の被保険者が特別徴収の方法により支払った長寿医療制度及び

介護保険制度の保険料については、当該被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族のいずれ

かが支払ったものとみなして社会保険料控除の適用を可能とすること。 
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全老施協発第１６２３号 

平成２１年１１月２５日 

 

 

 

厚生労働省 老健局 

 局長 宮島俊彦 様 

 

 

 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

会 長  中 田  清 

 

 

 

 

認知症介護実践研修における「実践リーダー研修」 
実施について【要望】 

 
 

 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会では、認知症介護実践研修（実践者研修）を

平成 18 年度から実施しており、認知症ケアの専門性と質の向上を目指し継続的に取

り組んでいるところです。 
とりわけ、「実践リーダー研修」については、平成 21 年度介護報酬改定において創

設された認知症ケア加算の取得にあたり、その修了者の配置が必須であることから、

各都道府県老施協との連携のもと平成 21 年度から重点的に実施しているところです。 
しかし、同研修については、加算取得の要件であるにもかかわらず、法人に対する

指定・委託手続きや研修内容・カリキュラム等は各都道府県・指定都市によって大幅

な相違が生じています。 
その結果、認知症ケアの質に地域格差が生じることも想定され、認知症ケアの専門

性の確保・普及の指標となる研修内容の確保を図り、より一層の充実・強化を目指す

ために、標準カリキュラムの遵守について都道府県・指定都市に対し是正の周知徹底

を求めるものです。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

記 

 
 

認知症介護実践研修「実践リーダー研修」について 

 

 

 ①研修対象者は「介護業務に概ね５年以上従事した経験を有している者であって、

実践者研修を修了し１年以上経過している者」とあるが、「概ね５年以上」の

要件を削除していただくよう要望します。 

 

（理由） 

「概ね５年以上」の表現が曖昧であり、都道府県・指定都市によって解釈が

異なっているのが現状です。 

また、「実践者研修」受講の要件には現場経験「概ね２年程度」とあり、「実

践リーダー研修」受講の要件には「実践者研修を修了し１年以上」とあるた

め、「概ね２年程度の者」が実践者研修を修了したのち１年経過した場合、

実務経験は３年程度となり、実践リーダー研修の研修対象者に求められる経

験年数と整合性が取れなくなります。 

 

 

【認知症介護研修体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症介護実践者研修 

認知症介護実践リーダー研修 

認知症対応型サービス事業管理者研修

認知症介護指導者研修 

現場経験概ね２年程度の者 

現場経験概ね５年の者で 
実践者研修受講後１年以上 
経過した者 



 

 

 
②カリキュラムの内容、時間数等の標準化について都道府県に対し指導を求める

とともに、課長通知に必須カリキュラムの明確なガイドラインを設けていただ

くよう要望します。 
 
   （理由） 

課長通知に示されている標準カリキュラムに対し、各都道府県・指定都市の独 

自カリキュラムの日数、内容に大幅な差が生じています。 

本会では、標準カリキュラムに沿った内容で実施しているにも関わらず、都道 

府県・指定都市の判断が大きく異なるため統一が困難な状況です。 

また、研修期間の差異により研修への参加の機会や受講の成果に公平性を欠く

ことも考えられます。 

 

例： 

 講義・演習 他施設実習 職場実習 実習のまとめ 
最大 １２日間 

（岐阜県） 
１０日間（京都府） ７週間 

（福島県） 
２日 

最小 ５日間 
（山形県・広島市） 

なし（山形県） 日数指定なし 
（広島県） 

１日 

本会標準 
ｶﾘｷｭﾗﾑ 

６日間：４５時間 
２，５２０分 

３日間 ４週間 １日 

※各都道府県・指定都市の状況については、それぞれ独自実施の状況をまとめたもの。 
本会主催の研修については本会の標準カリキュラムに原則統一して実施している。 

 
 

      公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-1 塩崎ビル２階 

   公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

    ℡ 03-5211-7700  Fax 03-5211-7705 



 

 

全老施協発第 2355 号 

平 成 22 年 2 月 3 日 

 

 厚生労働省老健局長 

 宮 島 俊 彦  様 

 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

会 長  中 田  清 

 

 

介護職員処遇改善交付金の会計処理について（要望） 

 

現在実施されている介護職員処遇改善交付金事業について、本交付金事業に係る適正な会

計処理を早急にお示しいただくよう要望します。 

 

（1）決算の会計処理について 

介護職員処遇改善交付金が精算を予定されていることから「当年度交付金（未収金分

を含む。）を『収入』計上したうえで、決算日現在、未執行の交付金については『前受金

預り金』に振り替える」など、適正な期間損益計算を考慮した会計処理をご検討いただ

き、早急にご通知いただきたい。 

 

（理由） 

本交付金実施要領に定める賃金改善実施期間では、事業者が事業年度を越えて賃金改

善を行うことが可能とされていることから、交付金収受の年度帰属に対し、当該交付金

の賃金への充当期間の対応が必ずしも同一事業年度にならない事例が考えられます。 

 そのため、当期に「収入」が発生しているにもかかわらず、当該収入に対応する「支

出」が翌年度に発生する場合には、同一年度で収入と支出が対応しないため、交付金を

収受した年度において経常収支差額が過大となり、介護事業経営実態調査等への影響が

懸念されます。 

 

 

 

 

             〔問合せ先〕 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-1 塩崎ビル 2階 

Tel：03-5211-7700  Fax：03-5211-7705 

E-Mail：js.jimukyoku@roushikyo.or.jp 



全老施協発第 2658 号 

平 成 22 年 3 月 4 日 

 

 厚生労働省社会・援護局長 

 清 水 美 智 雄   様 

 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

常任顧問  中 村 博 彦 

会長    中 田   清 

 

 

社会福祉法人新会計基準（素案）について（要望） 

 

今般の「社会福祉法人新会計基準」の策定は、現状の事業種別により異なる会計ルー

ルが併存していることから、事務処理が頻雑となり、計算処理結果が異なる等の問題

が生じていることから、本会前会長の中村博彦参議院議員の国会質疑により、一元化

への方向が確認された経緯があります。新たな社会福祉法人会計基準（素案）（以下、

「新基準（素案）」という。）は、社会福祉法人が行う事業の実施状況を明確に把握し

て、安全で効率的な経営を可能にするものであることが期待されます。新基準（素案）

については、先に本会としても種々の意見を申し上げておりますが、今後の議論・検

討経過が明らかにされるためにも、改めて以下の点について要望するものです。 
 
 １．新たな規制強化を廃すこと 
   会計の一元化に際し、「社会福祉法人やその実施する各事業」において認めら

れている行為については、社会福祉法人制度の在り方に関する新しい議論がな

されていない状況で、会計制度上において「一元化（統一化）」の名目で規制

強化となることがあってはならない。 
 
 ２．４号基本金の廃止 

現状では、社会福祉法人が行う事業の収益等の処分について、理事会の決議を

もって基本金（４号基本金）とすることが認められている。 
今回の新会計基準では、基本金は寄附金に限定することとなっており、社会福

祉法人の利益処分等の制限を強化するものである。 
同様に「その他の引当金」が廃止され、引当金計上においても社会福祉法人の

意志決定を制限しようとするものである。 
 
※ 定款準則：第 18 条第３項 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとす

る。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 

 

 



 
３．本部会計の独立性について 

本部会計の処理について、独立した会計よりも法人の所在する施設の付属会計

的に扱うことを、さも基本のように説明していることは、社会福祉法人の理事

会機能（本部機能）をないがしろにしている。基本は本部会計を独立させ、小

規模法人にあっては、例外的に施設会計に含めて処理しても良いとの考え方に

すべきである。 
 
４．国庫補助金取崩しについて 

社会福祉法人が経営する老人保健施設においては、施設整備補助金は資本助成

であり、特養ホーム等の収益的補助とは異なる扱いが許されていた。即ち、国

庫補助金等について減価償却費とともに取崩しを行わなくても良い取り扱い

であった。新会計基準では、取崩しを行うこととしており、これらの老人保健

施設では、移行時に資金が伴わない多額の収益が発生することとなる。 
この取り扱いも従来どおりとすべきである。 

 
５．事務費・事業費区分について 

支出科目において、事務費・事業費の区別が行われており、水道光熱費（光熱

水費）・燃料費などの無意味な按分を求める科目設定となっている。事務の煩

雑化を招くだけであり、必要とする事業種別において小区分等で処理する指導

を行うこととすべきである。また、この科目設定は、平成１２年１２月１９日

社援施第 49 号・老計第 55 号（「社会福祉法人会計基準」及び「指定介護老人

福祉施設等会計処理等取扱指導指針」等の当面の運用について）の意味する弾

力運用の流れに逆行するものである。 
 
６．検討過程の情報公開について 

新基準（素案）策定にあたっては、本会も参画した「会計ルール一元化検討会 
  を経て、「社会福祉法人会計基準検討委員会」により具体化が進められている。 
  今後、同委員会での検討を進めるにあたり、検討委員会を公開するとするか、 
  もしくは議事録を公開するよう求めるものである。 

 
※ 社会福祉法人新会計基準（素案）を作成するにあたり、問題点の整理等を行う「会計ルール一元

化検討会」と基準案の作成等を行う「社会福祉法人会計基準検討委員会」は相互協力した上で

検討を行うこととされている。 

 

 

以上 



全 老 施 協 発 第 2666 号 

平 成 22 年 3 月 4 日 

 

厚生労働省老健局長 

宮 島 俊 彦  様 

 

                            公益社団法人全国老人福祉施設協議会 
                                 会 長   中 田  清 

 
 

介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件について（要望） 
 
 

介護職員のキャリアパス形成は、就業形態に応じた適切な給与水準の確保、介護職員のワークライフ

バランス、キャリア管理と連動した体系整備だけでなく、教育・研修体制の整備、職員の目標管理まで

含めた形で導入・普及していく必要があり、法人の独自性のある生きたシステムとして構築するために

は、長期にわたって検討していくが必要である。 
しかし、介護職員処遇改善交付金の交付要件としては、介護職員処遇改善交付金の趣旨に鑑みて最低

ラインを従来社会福祉法人が設立時の必然として求められる給与表、資格基準表、標準職務表等を提出

することで、要件を満たすこととされたい。 
給与体系、人事制度や職員のキャリア形成支援のための措置について、全国老施協は最低ラインを下

記のとおりに求める。 
 
 
全国老施協が考える介護職員処遇改善交付金におけるキャリアパス要件についての最低ライン 

 
１． 給与体系・人事制度において、下記により明文化されていること。 

(ア)  俸給表が定められており、職員が明示されていること。 
(イ)  昇給・昇格における格付基準が定められており、職員が明示されていること。 
(ウ)  給与規定上における資格等職務手当（資格手当、職能手当、業務手当）が位置付けられている

場合、その要件等が明らかにされていること。 
２． 職員のキャリア形成支援については、「事業計画、事業報告、研修計画書」によって実施されて

いる場合も可とすること。 
(ア)  資格取得支援について 

① 介護福祉士 
② 介護支援専門員等の資格取得に関する費用支援等 

(イ)  個人の技能を高めるための研修計画等支援策があること 
 

                                         以上 




